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保険や預金のように元本に一定の利息がつく運用
商品です。高い収益は期待できませんが、原則、元本
を下回ることはありません。ただし、インフレになれ
ば実質的な購買力を確保できない可能性があり
ます。

株式や債券などで運用する値動きのある運用商品
です。
高い収益が期待できる一方、資産残高が元本を
下回る可能性があります。

元本に利息が付きます

元本

利息

資産
残高

運用成果により
損益が変動します 元本を下回った場合

元本を上回った場合

元　本　確　保　型投　資　信　託

ためる（貯蓄）ふやす（投資）

資産
残高

元本
資産
残高 ●上記の国内外の株式・債券などを主な投資対象としています。

各資産のバランスを考え組み合わせて運用しています。
バランス

■投資対象による分類

●日本国内の株式を投資対象としています。
大型株・中小型株・小型株等の種類があります。

国内株式

●外国の株式を投資対象としています。
先進国の株式・新興国（エマージング諸国）の株式等の種類があります。

外国株式

●日本国内の債券を投資対象としています。
国債・地方債・社債等の種類があります。

国内債券

●外国の債券を投資対象としています。
先進国の債券・新興国（エマージング諸国）の債券等の種類があります。

外国債券

●国内のREIT（不動産投資信託）を投資対象としています。国内REIT

●外国のREIT（不動産投資信託）を投資対象としています。海外REIT

損 害 保 険
（積立傷害保険）

生 命 保 険
（積立年金保険）

預 金
（定期預金等）

満期前に中途解約した場合でも元本を下回ることはありません。その場合、保証利率が
引き下げられます。運用期間中に事故によるケガで死亡した場合、病気で死亡した場合
よりも受取金額が割り増しされます。

満期前に中途解約した場合、解約控除がかかり、元本を下回ることがあります。給付の
際、確定年金や終身年金等の選択が可能です。終身年金を選択し、年金受給中に死亡し
た場合等、受給期間等によっては受取額が元本（年金原資）を下回ることがあります。

満期前に中途解約した場合は、適用金利が引き下げられることがあります。

■商品のしくみ
資金を一定期間保険会社や銀行等に払い込む（預け入れ）ことで、定められた期間（保証利率適用期間、
預入期間）が到来した時（満期時）に、払込時や預入時に約束された保証利率・金利で計算した利息が
付きます。満期前に売却すると、中途解約になります。

期待できるリターン 利息（元本×保証利率）

期待できるリターン 利息（元本×保証利率）

期待できるリターン （元本×適用金利）

5章 運用商品の選び方
運用商品の選択

資産配分が決まったら、
どのような運用商品を選んでもよいですか？

運用商品は、
元本確保型・投資信託から選びます。

あらかじめ用意された運用商品の中から選びます

運用商品の「しくみと特徴」「分類」等は、第7章に記載されています。

加入された制度では、株式や債券を直接購入せず、
株式や債券に投資を行う投資信託を利用します。

■元本確保型は保険・預金から選びます。
■株式・債券は投資信託から選びます。
投資信託は複数の銘柄に分けて分散投資をしています。
投資信託は大きく分けると「株式」「債券」「バランス」という種類があります。
「株式」は株式銘柄に投資し、「債券」は債券銘柄に投資します。
「バランス」は株式・債券等の銘柄を組み合わせて投資します。

投資信託は
複数の銘柄に
分散して

投資しています。

運
用
商
品
の
選
択

5章

株式の銘柄
例：「○○自動車」「△△電機」…
債券の銘柄
例：「○△国債」「□○社債」…バランスの

投資信託

高

低

期
待
リ
タ
ー
ン 債券の

投資信託
元本確保型

リスク 大小

株式の
投資信託
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国内株式 ･････････5％
外国株式 ･････････5％
国内債券 ･･･････ 30％
外国債券 ･･･････ 10％
元本確保型･････50％

期待リターン ･･･ 0.6％
リスク ･････････ 2.5％

E

国 内 株 式

運用商品案内 

「委託会社」「受託会社」などの会社名称は「株式会社」等を省いた略称を使用しております。

運用商品の種類 
元本保証 
予定運用利回り（利益の見込み）

信託設定日 
日経新聞掲載略称 

投資信託 
なし 
当運用商品は値動きのある有価証券等に投資するため予め利益の
見込みを示すことはできません 
1999年10月20日 
日本株（委託会社略称 ： ）

投資信託協会分類：追加型投信／国内／株式 

投資対象資産 
為替ヘッジ
委託会社（運用会社）

ベンチマーク 
運用手法

国内株式 

アセットマネジメント
受託会社 信託銀行

主要投資対象 

運用 

主として「 日本株マザーファンド」の受益証券
（マザーファンドは、日本の上場株式（上場予定株式を含みます）を主要投資対象とします。）

●本来の投資価値に対して市場価格が割安となっている銘柄に投資して収益を追求します。

TOPIX（東証株価指数）＜配当なし＞
アクティブ運用　ベンチマークを中長期的に上回る運用成果を目指します。

●当運用商品はファミリーファンド方式で運用します。

ポートフォリオの構築 

1. 割安度の分析 

個々の銘柄のもつ“本来の投資価値”を算出し、市場価格と比較します。その結果個々の銘柄の割安度が求められ、それをランキングします。

相対的割安度の高い銘柄を基本的保有銘柄として抽出します。

2. 業種ウエイトの 析分クスリ.3析分

マクロ経済分析／業種・企業分析 投資価値の算出 相対的割安度の分析 

業種ごとの割安度や時系列の動きなどを 
分析します。

種々のリスク要因の分析も 
行います。

運用商品の特色 1

運用のしくみ 2

ー

※

資産配分に合うように、
ご自身で運用商品を組み合わせます。

5章 運用商品の選び方
運用商品の選択

具体的な運用商品をどのように選ぶのですか？

運用商品の説明資料（運用商品一覧など）を
参考に選びます

運用商品を選ぶために、
「確定拠出年金  制度と運用商品のご案内」を
使います。
この他に運用実績の資料もあります。

確定拠出年金
制度と運用商品の
ご案内

Guidance

決定した資産配分に合うように
元本確保型と投資信託を組み合わせて選びます。

この例では、まず国内株式を投資対象とする運用商品を5％選びます。
1商品で5％でもよいですし、複数の国内株式商品を選び合計して5％でも構いません。
他の商品も同様に選びます。商品の内容は「運用商品案内」に記載されています。

選び方Ⅰ

資産ごとに
運用商品を選ぶ方法です。

＜運用商品一覧＞

ページ参照 P.39～

運用商品の特徴等については、
7.運用商品の理解をご参照ください。
※資産配分チェックシートを参考にした例です。
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資産配分に合うように、
バランス商品を選択します。

バランス商品はあらかじめ資産配分が決まっている商品です。リスク・リターンの調整をするためには他の運用
商品と組み合わせます。例えば、ご自身で元本確保型を組み合わせると、リスクを小さくすることができます。
ただし、リターンへの影響も考慮することが必要です。

バランス商品 90％

元本確保型 10％
バランス商品 100％

元本確保型を組み合わせると

リスクを小さくできる

〈組み合わせの例〉

ページ参照 P.39～

運用商品の特徴等については、
7.運用商品の理解をご参照ください。
※資産配分チェックシートを参考にした例です。

例えばタイプEの場合は
資産配分が近い商品1を選びます。

＜運用商品一覧＞

あらかじめ配分された
運用商品を選ぶ方法ですね。

決定した資産配分に近いバランス商品を選びます。

バランス商品の「運用商品案内」には、資産
配分チェックシートの参考例にリスクが近い
商品が照らし合わせできるように示されてい
ます。

選び方Ⅱ

商品5商品2 商品3商品1
Eに近いのはコレ！

商品4

＜バランス商品の運用商品案内＞（抜粋）

運
用
商
品
の
選
択

5章
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ご自身のリスク許容度よりリスクの水準を
抑えたい場合、元本確保型やローリスク・
ローリターンの資産配分に調整します
（期待リターンも低下します）。

より高いリターンを期待する場合、ハイリスク・
ハイリターンの資産配分に調整します。
ただし、ご自身のリスク許容度を超えた状態
にあることは認識しておきましょう。

リスク許容度

チェックシートの結果

必要に応じて他の参考例のリスクと期待リターンを
参照しながら、資産配分を調整し、運用商品を選択します。

5章 運用商品の選び方
運用商品の選択

資産配分はチェックシートの結果どおりに
しなくてはいけませんか？

必ずしもチェックシートどおりにする必要はありません

資産配分チェックシートの参考例に必ずしも
こだわる必要はありません。ご自身でDC制度
以外の資産などを考慮して資産配分割合を
決める方法もあります。

例えば…
25％ずつに資産を振り分けて投資

例えば…
100％同じ資産に投資

リスク許容度に注意しながら資産配分を調整します。

※上記は一例です。実際の資産配分はご自身の責任において決定してください。

。

調整する場合には、
リスク許容度に
注意しましょう。F

B
C

D

E

A
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運用商品一覧には、
バランス商品に分類があるようですが？

ご自身に適した運用商品を選びましょう。

バランス商品は資産配分の変更の仕方によって、
さらに分類されます

国内REIT、海外REITが運用商品一覧にある場合
REITを入れることにより、さらに分散効果が期待できます。
REITは不動産投資信託が投資対象です。株式と同じように
比較的リスクが大きいと考え、運用商品を選ぶことができます。

加入された制度にはない分類もあります。

選び方のヒントは、
P.43～44を

ご参照ください。

ページ参照 P.47～48

運
用
商
品
の
選
択

5章

資産配分固定型

バランス商品の分類 資産配分の変更

ターゲット・デート型

リスク・コントロール型

  変更なし
資産配分は一定に保たれる

  時間の経過により変更
退職を迎える日をターゲット・デートと想定し、
積極運用から安定運用へ徐々に資産配分が
変更される

  運用環境により変更
リスクの大きさを一定以下に保つように資産
配分が変更される

高

低

期
待
リ
タ
ー
ン

リスク 大小

バランス

外国債券
〈先進国〉

外国債券
〈新興国〉

国内債券

国内株式

外国株式
〈先進国〉

外国株式
〈新興国〉

海外REIT
国内REIT

〈投資対象別のリスク・リターンのイメージ〉
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配分割合指定は、
いずれかの方法で指定します。

5章 運用商品選択の手続き
運用商品の選択

運用商品を選んだ後、
どのような手続きが必要ですか？

選ぶ運用商品とその購入割合を所定の方法で
指定します。これを「配分割合指定」と言います

次回拠出日の前日までに受け付けた
内容が反映されます。

選んだ運用商品を下記のいずれかの方法により指定します。

※拠出日の翌営業日に運用商品の購入指示が行われます。

配分割合指定
の締切日 拠出日 購入指示

指定した配分割合は変更手続きを行わない限り、今後の掛金に適用されます。
変更はいつでも可能です。

配分割合指定の方法

（例） 拠出日が25日の場合

必ず
指定しましょう。

運
用
商
品
の
選
択

5章

◎アンサーネット 
（加入者向けWebサービス）
●毎日24時間
（システムメンテナンス日は除く）

◎アンサーセンター 
（加入者向けコールセンター）
営業時間はこちらの二次元コードから
ご確認ください。



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
>
    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e5c4f5e55663e793a3001901a8fc775355b5090ae4ef653d190014ee553ca901a8fc756e072797f5153d15e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc87a25e55986f793a3001901a904e96fb5b5090f54ef650b390014ee553ca57287db2969b7db28def4e0a767c5e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 6.0 and later.)
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>
>
    /HRV <>
    /HUN <>
    /ITA <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020d654ba740020d45cc2dc002c0020c804c7900020ba54c77c002c0020c778d130b137c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor weergave op een beeldscherm, e-mail en internet. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 6.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /JPN <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


